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図書館員の専門性に関する文献研究

Ｉ．はじめに

近畿病院図書室協議会（以下、当協議会）の

助成研究「図書館員の業務分析一専門性はいか

されているか？」研究班２年目の報告である。

2006年７月、医学情報サービス研究大会に参

加した際、大学図書館の業務を見直す必要に迫

られているという参加者から「司書でなければ

できない図書館業務とは何か？」という質問を

受けた。それに加えて研究テーマのひとつであ

る「図書室担当者の専門性」を明らかにするた

めに、図書館司書職とその専門性の歴史的背景

の調査を今回のテーマに設定し､ウェブサイト、

書籍などを使用した文献研究を行った。

Ⅱ．専門職性について

広辞苑1)によると専門とは｢特定の分野をもっ

ぱら研究．担当すること。また、その学科・事

項など」とあるｏ

専門職性について展開されてきた議論につい

て薬師院はるみ2)が記したものを概略するＣ

ｌ・待遇改善問題として

専門性や専門職性は、まず図書館員の待遇改

善に関する問題として取り上げられる。図書館

法成立後には、司書が図書館に配置される専門

職であることを内外に明証する必要が生じてく

る。同じころ社会学の分野で専門職性について

の議論が盛んであったことから、米国の図書館

界同様日本でも特性理論が取り入れられていっ

た。これは司書が専門職論として語られるよう

になった始まりといえるｏ
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２．特性理論

特性理論とは、専門職の固有性を結果的に獲

得した諸特性の中に見出すことである。その要

件として、資格や専門職協会があることなどは

わかりやすいが、職業的行為の独占が社会的に

正当かどうかは判断基準を設けること自体が極

めて困難なため、結果として司書は専門職に近

いものの完全な専門職ではない、つまり準専門

職であると位置づけられた。

３．準専門職

準専門職とは職業と組織の関係に着目した理

論で、専門職は独立や自営を一特性とする。こ

れから考えると、図書館という組織に所属せざ

るを得ないことが司書の専門職化を阻害してい

る要因になるが、勤務医の例を挙げるまでもな

く、組織の一員であると同時に専門職であると

いう職業も実在している。

４．準専門職と自律性について

専門職組織にいる専門職がその専門業務を遂

行する上で認められている自律性の点から考え

ると、従来準専門職と位置づけられた職業の多

くは、組織の管理体制下におかれ自律性があま

り認められていない他律的専門職組織に含まれ

た。ここには図書館も含まれている。準専門職

の専門職化を阻むのは、組織に属していること

が問題なのではなく、その組織内で受けている

自律性の問題であるといえる。

５．環境的要因

1984年に発行した図書館員の問題調査研究委

員会の冊子で、司書職制度を成立させるための

要件をあげている。

（１）自治体ごとに司書有資格者の採用制度が確



立されていること

(2)本人の意思を無視した他職種への配転が行

われないこと

(3)…司書独自の昇進の道が開かれていること

(4)官庁および他の司書業務の役職者も原則と

して司書有資格者であること

(5)…研修制度が確立していること

(6)司書その他の職員の適正数配置の基準が設

けられていること

これらは公立図書館を対象にしたものだが、

文言を適当なものに置き換えれば日本の司書に

おける専門職化を判定する際の現存する代表的

な具体的基準のひとつとみて差し支えない。

社会学的な専門職論はその職務自体の特性に

注目したのに対して、これはむしろその職業が

置かれている環境的要因に焦点を当てている。

日本において司書の専門職化を阻む主要因は

司書が図書館という組織に所属せざるを得ない

ことでもなければ、その組織における官僚的傾

向が強いことでもなく、そもそも図書館が固有

の官僚的組織を形成することができない状況に

おかれていることが問題であり、行政機構全体

の中に占める図書館の位置づけを改変する必要

がある。図書館が全域的な統制枠組みを欠く現

状は全域的な図書館振興が実現しない主要因で

あり、同時に司書の専門職化を阻むもうひとつ

の主要因だと考える。

６．職業統制論

専門職化された職業は､サービス提供者がニー

ズやニーズに応える方法を決定する同僚統制型

の傾向が強まる。これらを可能にするのは規範

的権威と構造的権威である。規範的権威とは、

専門職養成機関や専門職団体､職業現場を通じ、

関係者の間で問題解決法や思考様式などに関す

る一定の集団的合意が形成されることであり、

構造的権威とは、立法政府や行政機関など公権

力により生じるものを指す。

日本の場合、司書職の構造的権威は米国同様

弱い。しかし、高度な規範的権威を有し統制さ

れている米国と比較した場合、日本の養成機関
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や団体が十分に役割を果たしてきたとはいいが

たく、その権威は、構造的、規範的共に弱い。

今後日本の司書の専門職性を考えるとき、構造

的権威は規制の緩和によって弱まっていくた

め、規範的権威による統制を、社会的な背景も

入れた制度的基盤という視点で検討していくべ

きである。

Ⅲ、図書館員養成の歴史

根本彰3)が図書館員養成の歴史について記し

ている。

どんな国でも専門的な職業人の養成は現場で

のオンザジョブトレーニングから始まる。これ

が個々の職場や個人単位で知識や技術を継承す

る段階から、それを体系的にカリキュラム化し

た職業学校を設置する段階があり、さらに正規

の学校教育体系に組み込まれる段階がある。

大学における図書館員養成は1920年にアメリ

カで、1960年にヨーロッパで開始されている。

日本でも組織的な図書館員養成の必要性は早く

から認められていたが、戦前には養成所を置く

のみで資格制度はなかった。戦後の図書館法は

現職者に資格を与えることを優先した。そのた

め、大学における「図書館に関する科目」が制

度化されないままとなり、司書過程での図書館

員養成は大学卒業者に司書講習相当のものが与

えられたにすぎなかった。

1960年代に、大学教育に職業教育的要素を取

り入れ始めた時期があり、これは司書職のグレー

ド化をはかるチャンスだったが採用されなかっ

た。また1979年に図書館短期大学が４年制の図

書館情報大学として図書館員養成を学士レベル

で行うチャンスであったが、司書資格は学歴要

件と切り離して考えられた。

日本では、古くからスペシャリストよりは官

僚を生むジェネラリストを創造する役割を担っ

ていた点が、日本の大学制度と外国との違いの

ひとつと考えられる。

1990年代以降、政府の規制緩和政策によって

国家資格の新設が制限され、加えて図書館が文
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部省の生涯教育政策の中核的機関とされた。そ

のため司書資格のグレード化は困難になる。

1996年の生涯学習審議会社会教育文化審議会報

告「社会教育主事学芸員および司書の養成、研

修等の改善方策について」において研修による

高度な専門的職業人としての資質向上を求め、

それを評価するための名称付与の制度をつくる

ことが提唱された。これは、上級資格について

は国が関与せずに民間で実施することを意味し

ている。

近年、図書館において専門的な職務に従事す

る正規職員としての採用数が、全国を合わせて

も年間に１００に満たない状況が続く一方で、毎

年養成される司書の数は12,000人にのぼるとい

われ、その需給のギャップはきわめて大きい現

状だという。

Ⅳ．図書館司書へのさらなる資格付与

1996年、司書のグレード化である名称付与制

度を民間団体で行うことになったのを受け、日

本図書館協会は研修事業委員会（後には図書館

経営委員会になる）での検討を経て公立図書館

の上級司書養成を目的に従来行ってきた研修を

体系化し、司書のステップアップを目指した研

修を2004年に開始している。

日本医学図書館協会は、医学図書館員の養成

は雇用の市場が限定的であるため、ほとんどが

現職教育であると位置づけている。2003年より

認定資格制度へルスサイエンス情報専門員を開

始した。

近畿病院図書室協議会も、病院で働く図書館

員の認定資格について病院図書室研究会（現：

日本病院ライブラリー協会)と共同で検討してい

た。そのいきさつを首藤佳子4)が報告している。

認定資格検討の理由はふたつある。ひとつ目

には専門職の品質保証（認定資格)、品質管理

(資格の更新、継続教育と資格のメンテナンス）

を挙げている。有資格者であっても医学分野図

書館員として独自の教育訓練を受けていないア

マチュアであること、加えて一人職場が大多数
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を占めるため、盗意性が出ることに留意してい

る。ふたつ目は医療の中で改めてその職分を位

置づける努力をし、専門職としての社会的認知

を求めることである。教育プログラムや更新時

期などの具体的な検討を行い、すでに働いてい

る担当者の資質を標準化することをその第一段

階として挙げている。提供者や受講者に負担の

少ない方法を検討したが、制度を利用してきち

んと学習したい人には内容が不十分であり、資

格の意義を社会で通用するものとしたいと考え

る人にとっては、認定母体の弱さや取得プロセ

スが安易であるという印象を与えたようであっ

た。なお、本制度は実施にはいたっていない。

Ｖ･業務分析、業務委託を概観

専門性の確立と強化を目指す研修事業検討

ワーキンググループ（第２次）報告書５１には、

｢研修プログラムの作成に当たって、さらに強

化すべき技術・能力とは何かを明確にしておく

ことが必要であり、そのために業務分析が必要

だとの認識で一致し…」とある。

この報告書に記載されている大学図書館の業

務内容と、病院図書室デスクマニュアル6)の業

務内容を比較したところ、基本的な業務はいず

れも網羅している。大学図書館が専門性の高い

業務としてあげているのは、それらの業務の企

画、立案、策定、総括、評価など何らかの決定

を行うものであった。

業務委託については、パブリックサービス研

究分科会専門職研究グループ7)が報告した例を

挙げる。法政大学図書館における2004年度のア

ウトソーシング予定例である。これによると、

図書、雑誌共に選書の項目、総務業務、システ

ム管理などは委託を行っていない。一部の館で

はレファレンスを委託したり、貸出返却、カウン

ターとIＬＬを一部委託したりしている（表１)。

Ⅵ､図書館員像一非正規職員のアンケート結果一

図書館で働く非正規職員へのアンケートから

図書館員像を見た。
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職員を対象に実施したもので、アンケート内容

は雇用条件を中心にしたものと意識調査の２種

類があった。性別で見た場合、女性が85％と多

く、独立して生計を立てるには条件が厳しいこ

とをあげた。年齢で見た場合、男性では60歳以

上が65％を占めており、定年後の再就職者が第

二の職場として図書館を選んだケースと推測さ

れた。例えば配偶者の有無を女性に限った場合、

30歳代前半と後半でその数が逆転する（図’)。

当時の平均結婚年齢が26.9歳であったこと、

転職を考える際の大きなピークが28歳前後であ

り、それぞれ子育てなどにより職場を離れるこ

とを余儀なくされたためか、また給与・待遇面

などの厳しい現実から未婚女性は転職を検討し

たのではないだろうか。また、仕事内容のうち、

選書を行っていたのは常勤嘱託のみであった。

待遇面では決して良いとはいえないが、全体的

な学歴の高さと、職場からの援助がなくとも就

職後に資格を取得した人が多く、そこで働くこ

とに誇りを感じている姿が現れている。

表１．２００４年度アウトソーシング状況（予定）

７

０，L的

凡例○：委託

△：一部委託

一：業務なし
：委託しない

※参考文献７）より引川

日本図書館協会図書館員の問題調査研究委員

会非正規職員実態調査ワーキンググループ8)で

は、公共図書館で働く非常勤職貝のアンケート

結果を1993年に報告している。少々古いがいく

つか紹介する。

大阪公共図書館協会加盟のすべての公立図書

館と公民館図書室とそこで働くすべての非正規

Ⅶ。考察

日本の大学はスペシャリスト養成機関ではな

く、官僚などのジェネラリストを養成する位置
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員の学士レベルでの養成は難しい。専門性につ

いては議論もさまざまにかわされてきているこ

とがわかった。しかし社会的な認知なしに専門

職であり得ないこと、日本では規制緩和が進み

国家的な統制は難しくなったことから、職能団

体である組織を強化することが必要である。

全会員からの回答ではないため単純な推移と

してみるのは難しいが、過去５年分の当協議会

統計調査をみると、職員数については、１～200

名の比較的小規模なところと、1,001～1,200名

の大規模なところが伸びてきている。面積につ

いては301～400㎡が減少しlOO～200㎡が増えて

いる。担当者数は圧倒的に一人職場が多く、経

験年数も５年未満が変わらず多数を占める。担

当者の資格と雇用状態については非司書がわず

かながら多く、専任担当者は減少し、非常勤は

増加し続けている。また、増改築などにより図

書館面積が減少している。

勤続年数や雇用形態をみると、担当者の雇用

や勤務の状態が少しずつ悪化していることが心

配される。

Ⅷ｡結論

司書資格には、実績とそれなりの社会的評価

が必要で、専門職か否かは、むしろ社会が客観

的な目で認知するものかもしれない。1984年に

発行された司書職制度を成立させるための要件

が、わが国における専門職化を判定する際の具

体的な基準のひとつとわかった。さらなる国家

資格を付与することが難しいのであれば、当協

議会や日本医学図書館協会など規準になり得る

規範的組織において、名称付与制度に参加する

ことで自身のスキルアップを図り続けることが

大切である。

図書館は独立ではなく組織のなかで存在し、

司書は図書館に属して役割を果たすということ

を考えると、司書には図書館員としてだけでは

なく、企業人としての能力も必要と考える。そ

の能力とは、まず組織の現状を把握したり、図

書館の重要性をアピールしたりするコミュニ

－６２－

ケーシヨン能力である。

文献研究から、司書の専門性については「情

報と人とを繋ぐ役割を果たすために必要なあら

ゆる業務」と考えたが、それらを主張する具体

的な業務内容については次回の検討としたい。

名称付与制度については当協議会が独自の資

格付与について検討していたことを知った。そ

こでは図書館員の資質の標準化について触れて

いる。これらを検討し今後の研究に役立てたい

と思う。

次年度はもう少し大規模なアンケート調査を

行い、病院図書館員の標準的な姿を見出すこと

で、今後の協議会活動に役立てる研究結果を報

告したいと思う。
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